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AAssssuurriinngg  GGrroowwtthh  aanndd  SSuucccceessss  wwiitthh  IITT
－－IITTでで、、確確かかなな成成長長とと成成功功をを－－ NNNeeewwwsss   RRReeellleeeaaassseee   

2014 年５月９日 
報道関係者各位 

 

さいたま市「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」に登録 
～大規模災害時に自社施設内に従業員を留め、帰宅困難者多数発生を防止～ 

 

ＡＧＳ株式会社（エージーエス株式会社 本社：さいたま市浦和区、代表取締役社長 小川修

一 東証一部上場 証券コード：3648、以下当社）は、平成 26 年４月 30 日にさいたま市「帰宅

困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」に登録されましたのでお知らせします。 

 

記 

 

【背景】 

東日本大震災発生時には、首都圏においても交通機関の麻痺により、多くの帰宅困難者が発生

し、大きな社会問題となりました。これを契機に首都圏では、官民を問わず従業員等の安全を確

保するための新たな対策として、従業員等が駅周辺や路上等で帰宅困難者になるのを防ぐ一斉帰

宅の抑制などの帰宅困難者対策が求められています。 

これを踏まえ、当社の本社が所在しますさいたま市に於いても、さまざまな帰宅困難者対策に

取り組んでいます。その一つとして、帰宅困難者が多数発生することを防ぐための一斉帰宅抑制

に、社会全体で取り組む機運を醸成するため、自社施設内に従業員等を留めるための安全対策、

備蓄の推進、安否確認手段の周知等の一斉帰宅抑制を推進する事業者を募集しています。登録し

た事業者については帰宅困難者対策に積極的に取り組む事業者としてさいたま市のホームページ

等で紹介を行っております。 

 当社においても、当社の「災害対策規程」やその他方針が当趣旨に沿っており、またその登録

条件を満たしていることより、今般「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」として登録され

ました。 

 

【帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者とは】 

さいたま市が定める以下の条件を満たす事業者が「帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者」

と認められます。 

 （１）さいたま市内で従業員を雇用している店舗、工場、事務所等を有する事業者。 

 （２）さいたま市が定める「一斉帰宅抑制の基本方針」や「事業所における帰宅困難者対策ガ

イドライン」等の趣旨に沿って、自社における帰宅困難者対策に取り組む事業者。 

     ※内容については、3 ページ 【帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者についての

サイト】を参照ください。 

    

平成 26 年４月 30 日現在 187 社（従業員一定期間待機予定人数：合計 18,000 人）が、帰宅困

難者一斉帰宅抑制対策推進事業者として登録しております。 

（以上、さいたま市ホームページより抜粋） 
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【当社の対応】 

当社では、災害の発生が予想される場合、または発生した場合における「社員の安全確保」、「会

社機能の早期回復」および「地域社会との連携」のために必要な事項を定めることを目的とした

「災害対策規程」並びに「防災マニュアル」を定め、それに基づいた防災計画の立案や災害時の

対応や役割の明確化を図るとともに、従業員の帰宅時の対応等についても定めております。 

備蓄については、本社並びに各事業所に食糧、毛布等の備えがありますが、今後３年計画で更

に増やしていく計画であります。 

一方、当社は堅牢かつ安全な都市型データセンター「さいたまｉＤＣ」を埼玉県に２棟保有し、

そのデータセンターにおいては自家発電装置により 72 時間の電源供給が可能となっており、大規

模停電が発生した場合でも電力の確保が可能となっています。 

さらに本年３月に、当社本社敷地内に井戸を設置いたしました。これは、大震災により甚大な

被害を被った被災地において、避難所で問題となる上位に「トイレの問題」が挙げられておりま

す。また、災害時の帰宅の抑制など企業内待機に関する自治体のガイドラインにも、トイレの確

保と衛生状態を保つことの重要性が指摘されており、断水時においてもトイレを衛生的に使用で

きるようにしておくことが求められています。こうした中、今般、当社では災害時におけるＢＣ

Ｐ（事業継続）対策として、当社ビル敷地内にトイレ洗浄水用として非常用井戸を設置いたしま

した。 

 

【設置場所】 

  当社本社ＡＧＳビル敷地内 

   埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目３番 25 号 

 

【井戸の概要】 

  用途  トイレ洗浄をはじめとする生活用水用 

  揚水能力  1 日当たり 5,000 リットルの揚水可能 

  深度  44 メートル 
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【さいたま市】 

 さいたま市役所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目 4番 4号 

  人口 約 125 万人 

http://www.city.saitama.jp/index.html 

 

【帰宅困難者一斉帰宅抑制対策推進事業者についてのサイト】 

http://www.city.saitama.jp/001/011/004/p020462.html 

 

【当社の概要】 

名 称 ： ＡＧＳ株式会社 

代 表 者 ： 代表取締役社長 小川 修一 

所 在 地 ： 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-3-25 

設 立 ： 1971 年 7 月 

資 本 金 ： 1,398 百万円 

主な事業 ： 情報処理サービス、ソフトウエア開発、その他情報サービス、システム機器販売 

U R L ： http://www.ags.co.jp/ 

 

【本リリースに関するお問い合わせ先】 

ＡＧＳ株式会社 企画部 （担当：吉田、橋本） 

TEL. 048-825-5975   FAX. 048-825-6959  e-mail ir.ml@ags.co.jp 

 

※ ニュースリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更とな

る場合があります。 

 

以上 


